
 

瀬戸 議会政務調査費 交付 関 条例 一部を改正 条例を

公  

成 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 議会政務調査費 交付 関 条例 一部を改正 条例 

瀬戸 議会政務調査費 交付 関 条例 成 瀬戸 条例第

号 一部を次 う 改正  

次 表 改正前 欄 掲 規定を 表 改正 欄 掲 規定

線 示 う 改正

改正  改正前 

瀬戸 議会政務活動費 交付 関 条例 瀬戸 議会政務調査費 交付 関 条例 

 趣旨  趣旨  

第 条 条例 地方自治法 昭和 法

第 号 第 条第 項 第 項

ま 規定 基 瀬戸 議会 議員 職

あ 者 以 議員 いう 調査研究そ

他 活動 資 必要 経費 一部

政務活動費を交付 関 必要 事

項を定  

第 条 条例 地方自治法 昭和 法

第 号 第 条第 項及び第 項

規定 基 瀬戸 議会議員 調査研究

資 必要 経費 一部 議会

会派 対 政務調査費を交付 関

必要 事項を定  

 交付対象  交付対象  

第 条 政務活動費 議員 対 交付  第 条 政務調査費 瀬戸 議会 会派

議長 対 政務調査費 交付 関 会派

結成 届出を 所属議員 人

場合を含 以 会派 いう 対

交付  

 交付  交付 及び交付 方法  

第 条 政務活動費 毎 度 日 在職

議員 対 万 以 い

う を交付 次 各

第 条 政務調査費 毎 度 日

当該会派 所属議員数 万 以

いう を乗 得 毎



 

号 掲 場合 い 当該各号 掲

を交付  

 度 中途 い 議員 任期 満了

場合 を 除 得 以

いう 任期満了日 属

ま 数を乗 得  

 度 中途 議員 任期 始ま 場合  

議員 日 属 翌

議員 日 初日 当 場合

当 ま 数を乗 得

 

度 一括 交付  

  前項 規定 わ 度 途中 い

議員 任期 満了 場合 前項 規定

を 除 得

満 端数 あ を切 捨

任期満了日 属 ま 数を

乗 得 を交付  

  度 途中 い 新 結成さ 会派

対 政務調査費 結成時 当該

会派 所属議員数 を乗 得 を

除 得 会派 結成 届出を 日

属 翌 そ 日 初日 当 場

合 当 ま 数を乗 得

会派 結成 届出を 日 属

翌 そ 日 初日 当 場合 当

一括 交付  

  政務調査費 交付日 交付 日

そ 日 瀬戸 休日を定 条

例 成 瀬戸 条例第 号 規定

休日 当 そ 翌日  

交付 時期  所属議員数 異動 伴う調整  

第 条 政務活動費 日 交付

度 中途 議員 任期 始ま 場

合 い 議員 日 属 翌

日 交付  

第 条 政務調査費 交付を 会派 度

途中 い 所属議員数 異動 生 場合

異動 生 日 属 翌 そ 日

初日 当 場合 当 日ま



 

 既 交付 政務調査費 異動 議

員数 基 い 算定 政務調査費 を 回

長 当該 回 を追加 交付

既 交付 政務調査費 異動 議

員数 基 い 算定 政務調査費 を 回

会派 当該 回 を返還

い  

 政務活動費 交付 日 瀬戸 休日を定

条例 成 瀬戸 条例第 号 第

条第 項 規定 休日 以 休日

いう 当 そ 日 最初 到来

休日 い日 交付  

 政務調査費 交付を 会派 度 途

中 い 解散 当該会派 解散

日 属 翌 そ 日 初日 当

場合 当 以降 政務調査費 相当

を返還 い  

政務活動費を充 経費 範

 

使途基準  

第 条 政務活動費 議員 行う調査研究 研

修 広報 広聴 要請 陳情 各種会議へ 参

加等 政 課 及び 民 意思を把握 政

映さ 活動そ 他 住民 福祉 増進を

必要 活動 要 経費 う 別

表 定 充

 

第 条 会派 政務調査費を規則 定 使途

基準 従 使用 政 関

調査研究 資 必要 経費以外

充 い  

 経理責任者  

 第 条 会派 政務調査費 関 経理責任者

を置 い  

支報告書 提出  支報告書 提出  

第 条 政務活動費 交付を 議員 政務

活動費 係 入及び支出 報告書 以

支報告書 いう を作成 議長 提出

い  

 支報告書 交付を 度 翌 度

日ま 提出 い  

 議員 任期 満了 辞職 失職 除 若 く

死亡又 議会 解散 議員 く

前 項 規定 わ 当該議員

第 条 政務調査費 交付を 会派 経理責

任者 政務調査費 係 入及び支出 報告

書 以 支報告書 いう を作成

議長 提出 い  

 支報告書 交付を 度 翌 度

日ま 提出 い  

 前項 規定 わ 政務調査費 交付

を 会派 解散 又 議員 任期

満了 若 く 議会 解散



 

く 者 死亡 場合 あ そ

相続人 以 議員 く

日 日以 支報告書を議長 提出

い  

 支報告書 次 掲 書類を添付

い  

 政務活動費 支出 係 領 書又

準 書類 

 前号 掲 ほ 議長 必要

書類 

当該会派 経理責任者 あ 者

事由 生 日 日以 支報告書を

提出 い  

政務活動費 返還  政務調査費 返還  

第 条 政務活動費 交付を 議員 当該

度 い 交付を 政務活動費 総

当該 度 い 第 条 定 経費 範

基 い 支出 総 を控除 残余 あ

長 当該残余 返還を命

 

第 条 長 政務調査費 交付を 会派

当該 度 い 交付を 政務調査費

総 当該会派 そ 度 い 政

調査研究 資 必要 経費 支出

総 を控除 残 あ 場合 当該政務

調査費 残 相当 返還を命

 

 政務活動費 交付を 議員 そ 度

中途 い 議員 辞職 失職 除 若 く

死亡又 議会 解散 議員 く

当該議員 く 者 議員

く 日 属 翌 議員 く

日 初日 当 場合 当

ま 数を乗 得 を返還

い  

 

 支報告書 保存  支報告書 保存  

第 条 議長 第 条第 項 規定 提出

さ 支報告書を 提出期限 翌日 起算

を経過 日ま 保存

い  

第 条 議長 第 条 規定 提出さ

支報告書を 提出期限 日 起算

を経過 日ま 保存 い  

 透明性 確保   

第 条 議長 第 条第 項 規定 提出

さ 支報告書 い 必要 応 調査

 



 

を行う等 政務活動費 適正 運用を期

使途 透明性 確保 努

 

委任  委任  

第 条 条例 定 ほ 政務活

動費 交付 関 必要 事項 長 規則

定  

第 条 条例 定 ほ 政務調

査費 交付 関 必要 事項 長 規則

定  

  

附則 次 次 別表を加え  

別表 第 条関係  

項 目  容 備 考 

調査研究費 議員 行う 事務 地方行財政

等 関 調査研究及び調査委託

要 経費 

印刷費 交通費 宿泊費 調査

委託費及び文書通信費 

研修費 議員 研修会を開催 要

経費及び団体等 開催 研

修会 参加 要 経費 

講師謝金 会場費 交通費 宿

泊費 参加費及び文書通信費 

広報費 議員 行う活動及び 政 い

住民 報告 要 経費 

会場費 印刷費及び文書通信費 

広聴費 議員 住民 政及び議員

活動 対 要望 意見聴 住

民相談等 活動 要 経費 

会場費 印刷費及び文書通信費 

要請 陳情活

動費 

議員 要請 陳情活動を行う

要 経費 

印刷費 交通費 宿泊費及び文

書通信費 

会議費 議員 行う各種会議及び団体等

開催 意見交換会等各種会議へ

議員 参加 要 経費 

会場費 印刷費 交通費 宿泊

費 参加費及び文書通信費 

資料作成費 議員 行う活動 必要 資料 作

成 要 経費 

印刷費 翻訳料並び 事務機器

購入費及びリ ス代 

資料購入費 議員 行う活動 必要

書 資料等 購入 要 経費 

書籍購入費 新聞雑 購読料及

び 料デ タベ ス利用料 

附 則 

 施行期日  

第 条 条例 成 日 施行  



 

 経過措置  

第 条 条例 改正 瀬戸 議会政務活動費 交付 関 条

例 規定 成 日以 交付 政務活動費 適用

日前 条例 改正前 瀬戸 議会政務調査費 交付 関

条例 規定 交付 政務調査費 い 従前 例  

 

    


